
栃木県保健福祉部健康増進課

「栃木県がん対策推進条例」について
（平成30年栃木県条例第４号）
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資料１－２



栃木県がん対策推進条例の骨子（１）
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目的 （第１条）

基本理念 （第２条）

責務
１ 県の責務 （第３条）

２ 県と市町村との協力 （第４条）

３ 県民の責務 （第５条）

４ 医療機関の責務 （第６条）

５ 医療保険者の責務 （第７条）

６ 事業者の責務 （第８条）

７ 保健、福祉、雇用、教育等に関する業務を行う関係機関等の責務（第９条）

がん対策推進計画の策定 （第１０条）

財政上の措置 （第１１条）



栃木県がん対策推進条例の骨子（２）
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がん対策の推進に関する基本的施策

１ がんの予防の推進 （第１２条）

２ がんの早期発見の推進 （第１３条）

３ がん医療の充実 （第１４条）

４ 緩和ケアの充実 （第１５条）

５ がん患者等に対する相談支援及び情報提供の充実 （第１６条）

６ がん患者の年齢その他の特性に応じたがん医療及び支援の充実

（第１７条）

７ がんに関する教育の推進 （第１９条）

８ がん登録等の推進 （第２０条）

栃木県がん対策推進協議会 （第２１条）



１．目的
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がん対策の推進に関し、

・基本理念を定める

・県の責務等を明らかにする

・施策の基本となる事項を定める

がん患者及びその家族が安心して暮ら

すことのできる地域社会の実現を目指す



２．基本理念
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がん対策は、 以下の事項を基本理念として推進

①居住する地域にかかわらず良質ながん医療を受ける
ことができる

②がん患者の置かれている状況に応じ本人の意向を尊
重して治療等が選択できる

③がん患者等が状況に応じ必要な支援を受けることが
できる

④がん患者等に関する県民の理解が深められ、がん患
者等が円滑な社会生活を営むことができる

⑤関係機関の密接な連携のもとに実施される

⑥個人情報の保護に適正な配慮がなされる



３．責務等（１）
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県の責務

・がん対策の推進に関する施策を総合的に策定し、
及び実施

県と市町村との協力

・県と市町村は、相互に連携を図りながらがん対策
を推進

県民の責務

・がんに関する正しい知識を持ち、予防と検診受診
に努め、がん患者等に関する理解を深める



３．責務等（２）
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医療機関の責務

・がん患者等の状況に応じ、他の医療機関と連携し
つつ良質かつ適切ながん医療を提供する

医療保険者の責務

・がんの予防、早期発見に関する普及啓発に協力
する

事業者の責務

・がん患者等に関する理解を深め、がん患者等が
働きやすい職場環境を整備する

関係機関等の責務

・県及び市町が実施する施策に協力する



４．がん対策推進計画の策定
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栃木県がん対策推進計画（３期計画）
《計画期間 平成３０(2018)年度～平成３５(2023)年度》



５．がん対策の推進に関する基本的施策
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がんの予防の推進

がんの早期発見の推進

がん医療の充実

緩和ケアの充実

がん患者等に対する相談支援及び情報提供の充実

がん患者の年齢その他の特性に応じたがん医療及び支援の充実

がんに関する教育の推進

がん登録等の推進

→ 具体的取組は、栃木県がん対策推進計画（３期計画）に記載



６．栃木県がん対策推進協議会
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知事の諮問に応じ、がん対策の推進に関す
る事項を調査審議


